
経済産業省がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべ

き措置について定める実施計画 

 

平成１７年７月２７日 

経 済 産 業 省 

 

 

 「京都議定書目標達成計画（平成１７年４月２８日閣議決定）」及び「政府がその

事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定

める計画」（平成１７年４月２８日閣議決定。以下、「政府の実行計画」という。）に

基づき、経済産業省が行う具体的細目的措置を以下のとおり定める。 

 

 

一． 対象となる事務及び事業 

 

本計画の対象となる事務及び事業は、原則として以下の部局において経済産業省

が行うすべての事務及び事業とする。 

 本省（資源エネルギー庁、原子力安全・保安院、特許庁、中小企業庁を含む。）、

経済産業局、経済産業研修所、産業保安監督部等、原子力保安検査官事務所 

 

 

二． 対象期間 

 

本計画は、平成１８年度までの期間を対象とする。また、その実施の状況、技術

の進歩等を踏まえ、必要に応じ見直しをするものとする。 

 

 

三． 目標 

 

本計画は、各組織の実績を踏まえつつ、以下に掲げた取り組みを徹底することに

よって、先進的な温暖化対策技術を事業者や家庭に先駆けて率先して導入するこ

とを通じて社会全体への普及を牽引する役割を果たすとともに、平成１３年度比

で平成１８年度までに経済産業省の事務及び事業に伴い直接的及び間接的に排出

される温室効果ガスの総排出量を７％削減することを目標とする。 

また、当省は環境・エネルギー政策を所管する省庁であり、当省が排出している

温室効果ガスのほぼすべてがエネルギー起源ＣＯ２であることから、エネルギー

使用量についても平成１３年度比で平成１８年度までに７％削減することを目標

とする。 
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四． 事務及び事業に伴い排出される温室効果ガスの排出実態 

 

本計画の期間中、毎年度、経済産業省の事務及び事業に伴い排出される温室効果

ガスの総排出量の推計を行い、公表する。 

 

 

五． 措置の内容 

 

１．財やサービスの購入・使用に当たっての配慮 

 

（１）低公害車の導入 

① 一般公用車については、平成１６年度において低公害車比率１００％を達

成しており、今後はこれを維持する。一般公用車以外の公用車については

現時点では１４台中８台が低公害車になっているが、残りのうち平成１８

年度までに更新予定の４台について、すべて低公害車に更新する。 

② 燃料電池車については、現在、率先して２台を導入しているところであり、

今後ともこれを維持するとともに、自動車会社各社の供給余力や他府省に

おける導入状況を踏まえつつ、更なる導入増について検討する。 

③ ハイブリッド自動車については、平成１６年度に既にそれぞれ７２台を導

入しており、公用車の更新の際には可能な限り積極的な導入を検討してい

く。 

④ 一般公用車の買換えにあたっては、低公害車のなかでも温室効果ガス排出

の少ない車の導入を優先的に進め、当該車の積極的活用を検討していく。 

 

（２）自動車の効率的利用 

① 一般公用車一台ごとの走行距離、燃費等を把握するための調査・分析を行

い、当該結果に基づいて、エコドライブ研修受講等の燃費改善措置を検

討・実行していく。 

② アイドリング・ストップ装置付きの公用車は既に２１台導入済みである。

またそれ以外の公用車についても、アイドリング・ストップの励行につい

て、ポスターの掲示、シール添付などにより周知徹底を行っている。引き

続きこれらの対策を継続していく。 

③ 有料道路を利用する公用車については、すべてについてＥＴＣ車載器の搭

載をしているところであり、これを維持していく。 

④ ３メディア対応型の道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）対応車載機に

ついては、すべての公用車に導入済みであり、引き続き積極的に活用して
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いく。 

⑤ 毎日の定期点検においてタイヤ空気圧調整等の点検・整備を行っているが、

引き続き実施していく。 

⑥ カーエアコンについては、適切な温度設定にするよう引き続き周知徹底を

行っていく。 

⑦ 通勤時や業務時の移動において、鉄道、バス等公共交通機関の利用を推進

する。 

⑧ 霞が関地域において、毎月第一月曜日は、警備上、業務上支障のある場合

を除き、公用車の使用を終日自粛するものとし、館内放送などを通じて省

内に周知徹底するとともに、移動手段は徒歩、自転車又は公共交通機関に

よるものとする。 

⑨ タクシー券の適切な管理の一層の徹底を図り、不要不急のタクシー利用を

抑制する。 

⑩ 来庁者に対しても低公害車の優先利用、自動車の利用の抑制や効率化を呼

びかける。 

 

（３）自転車の利用 

現在、本省（含む特許庁）には４０台の自転車を導入済みであり、今後は、

「霞が関自転車利用システム」（平成１１年２月）のさらなる活用なども含め、

自転車の共同利用を一層推進する。 

 

（４）エネルギー消費効率の高い機器の導入 

① 省エネルギー型ＯＡ機器等の導入等 

・ 現に使用しているパソコン、ワープロ、コピー機等のＯＡ機器、電気冷蔵

庫、ルームエアコン等の家電製品、蛍光灯等の照明器具等の機器について、

旧型のエネルギーを多く消費するものの廃止又は買換えを計画的、重点的

に進め、買換えおよび新規購入にあたっては、エネルギー消費のより少な

いものを選択する。特に、蛍光灯については、省エネタイプへの切り替え

を順次進めているが、平成１８年度までに全て切り替えを完了させる。 

 

（５）用紙類の使用量の削減 

 

① コピー用紙、事務用箋、伝票等の用紙類の年間使用量について、部局単位

で把握し、管理し、削減を図る。 

② 会議用資料や事務手続の一層の簡素化を図る。 

③ 各種報告書類の大きさ等の規格の統一化を進め、また、そのページ数や部

数についても必要最小限の量となるよう見直しを図る。 

④ 両面印刷・両面コピー・縮小コピー（複数ページを１ページに縮小してコ
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ピー）の徹底を図る。 

⑤ 内部で使用する各種資料をはじめ、閣議、審議会等の政府関係の会議へ提

出する資料や記者発表資料等についても特段支障のない限り極力両面コ

ピーとする。また、不要となったコピー用紙（ミスコピーや使用済文書等）

については、再使用、再生利用の徹底を図る。 

⑥ 使用済み用紙の裏紙使用を図る。 

⑦ 使用済み封筒の再使用など、封筒使用の合理化を図る。 

⑧ Ａ四判化の徹底による文書の一層のスリム化を図る。 

⑨ 温室効果ガスの排出削減の観点から、ペーパーレスシステムの早期の確立

を図るため、電子メール、庁内ＬＡＮの活用及び文書・資料の磁気媒体保

存等電子メディア等の利用による情報システムの整備を進める。 

 

（６）再生紙などの再生品や木材の活用 

① 購入し、使用するコピー用紙、けい紙・起案用紙、トイレットペーパー等

の用紙類については、引き続き再生紙を使用した製品を利用する。 

② 印刷物については、再生紙や間伐材を原料とする紙を使用するものとする。

また、再生紙使用の際には古紙パルプ配合率を明記するよう努めるととも

に、可能な場合においては、市中回収古紙を含む再生紙の使用拡大が図ら

れるような配慮を行う。 

③ 購入し、使用する文具類、機器類、制服・作業服等の物品について、再生

材料から作られたものを引き続き使用していく。 

④ 間伐材、小径材等の木材や未利用繊維等の利用状況の低位な原材料から作

られた製品を使用する。 

⑤ 初めて使用する原材料から作られた製品を使用する場合には、リサイクル

のルートが確立しているものを使用する。 

 

（７）ＨＦＣの代替物質を使用した製品等の購入・使用の促進等 

① 庁舎等の公共施設の冷蔵庫、空調機器及び公用車のカーエアコンの購入、

交換に当たっては、代替物質を使用した製品や、ＨＦＣを使用している製

品のうち地球温暖化への影響のより小さい機器の導入を引き続き行って

いく。 

② エアゾール製品を使用する場合にあっては、安全性に配慮し必要不可欠な

用途を除いて、代替物質を使用した非フロン系製品の選択・使用を徹底す

る。 

③ 電気機械器具からのＳＦ６の回収・破壊等庁舎等の公共施設の電気機械器

具については、廃棄、整備するに当たって極力ＳＦ６の回収・破壊、漏洩

の防止を行うよう努める。 
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（８）その他 

ア その他温室効果ガスの排出の少ない製品、原材料等の選択 

① 物品の調達に当たっては、温室効果ガスの排出の少ない製品、原材料等の

使用が促進されるよう、製品等の仕様等の事前の確認を行う。 

②環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータベースなどの環境物品等に

関する情報について、当該情報の適切性に留意しつつ活用し、温室効果ガス

の排出の少ない環境物品等の優先的な調達を図る。 

③資源採取から廃棄までの物品のライフサイクル全体についての温室効果ガ

スの排出の抑制等を考慮した物品の選択を極力図る。 

④購入、使用する燃料について、現に使用している燃焼設備で利用可能な場合

は、都市ガス、ＬＰＧ等の温室効果ガスの排出の相対的に少ないものとする。 

⑤燃焼設備の改修に当たっては、都市ガス、ＬＰＧ等の温室効果ガスの排出の

相対的により少ない燃料の使用が可能となるよう適切な対応を図る。 

⑥重油を燃料としている設備の更新に当たっては、可能な場合、重油に比べ温

室効果ガスの排出の相対的に少ない燃料に変更する。 

⑦平成１６年度に当省で実施したＥＳＣＯ診断に基づき、さらなるエネルギー

の使用の合理化が図られるよう費用対効果やその他の制約条件も考慮に入

れつつ、順次計画的に、設備・機器の導入や改修、運用改善を行っていく。 

 

イ 製品等の長期使用等 

①その事務として、容器包装を利用する場合にあっては、簡略なものとし、当

該容器包装の再使用を図る。 

②詰め替え可能な洗剤、文具等を使用する。 

③弁当及び飲料容器について、リターナブル容器で販売されるものの購入を進

めるとともに、適正な回収ルートを設け、再使用を促す。 

④庁舎内の売店等におけるレジ袋の使用や使い捨ての容器包装による販売の

自粛を呼び掛けているところ。これを引き続き継続する。 

⑤机等の事務用品の不具合、更新を予定していない電気製品等の故障の際には、

それらの修繕に努め、再使用を図る。 

⑥部品の交換修理が可能な製品、保守・修理サービス期間の長い製品の使用を

極力図る。 

 

ウ エネルギーを多く消費する自動販売機の設置の見直し 

①庁舎内の自動販売機について、設置実態を詳細に把握し、可能な限り省エネ

タイプ機器への交換を設置業者へ奨励していく。 

 

エ 購入時の過剰包装の見直し 

①簡略に包装された商品の選択、購入を図る。また、リサイクルの仕組みが確
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立している包装材を用いているものの積極的選択を図る。 

 

オ メタン（ＣＨ４）及び一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）の排出の抑制 

①エネルギー供給設備の適正な運転管理を図る。 

②庁舎から排出される生ごみ等については、極力、直接埋立の方法により処理

しないよう、分別や適正処理を実施するとともに、廃棄物処理業者に対し発

注者として促す。 

 

２．建築物の建築、管理等に当たっての配慮 

 

（１）既存の建築物における省エネルギー対策の徹底 

① 既存の建築物のエネルギー使用状況等の診断及び温室効果ガスの排出の抑

制等に資する改修を、可能な限り平成１８年度末までに重点的に実施する。

その際には、費用対効果やその他の制約条件を踏まえた検討を行う。 

② 本省庁舎においては、平成１６年度にＥＳＣＯ診断を実施し提案された以

下の省エネ技術について導入を行ったところであり、今後はその効果につ

いてモニタリングを行う。 

＜本省庁舎におけるＥＳＣＯ事業で提案された省エネルギー技術の例＞ 

・ 機械室等の換気量制御 

・ 別館冷凍機の冷却水温度設定値の変更 

・ 別館冷凍機の冷水出口温度の変更 

・ 別館空調機の立ちあがり時外気カット 

・ ＣＯ２濃度による外気量制御（別館） 

・ 別館女子トイレ「自動洗浄弁＋擬音装置」取り付け 

・ 本館１階以上の誘導灯を高輝度タイプに変更 

③ また、ＥＳＣＯ事業の成果についての情報提供等を通じて他省庁等への導

入を促進する。具体的には、本省に引き続き、可能な庁舎についてはＥＳ

ＣＯ事業のフィージビリティ・スタディを実施し、可能な限りの幅広い導

入を図る。 

 

（２）温室効果ガスの排出の抑制等に資する建設資材等の選択 

① 建設資材については、再生された又は再生できるものをできる限り使用す

るとともに、コンクリート塊等の建設廃材、スラグ、廃ガラス等を路盤材、

タイル等の原材料の一部として再生利用を図る。また、支障のない限り混

合セメントの利用に努める。 

② 断熱性能向上のため、屋根、外壁等への断熱材の使用や、断熱サッシ・ド

ア等の断熱性の高い建具の使用を図る。 

③ 建築物の建築等に当たっては支障のない限り再生産可能な資源である木
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材の利用に努める。 

④ 安全性、経済性、エネルギー効率、断熱性能等に留意しつつ、利用可能で

ある場合には、ＨＦＣを使用しない建設資材の利用を促進する。 

⑤ 損失の少ない受電用変圧器の使用を促進する等設備におけるエネルギー

損失の低減を促進する。 

⑥ 電力負荷平準化に資する蓄熱システムやガス冷房等の機器の導入促進に

ついて、費用対効果や他の制約条件を踏まえつつ、検討を行っていく。 

 

（３）温室効果ガスの排出の少ない空調設備の導入 

① 空調設備については、本省庁舎の計画的な設備改修を行ってきているが、

引き続き実施してく。今後は、本省庁舎以外の庁舎にも高効率空調機を可

能な限り幅広く導入するよう検討を行っていく。 

 

（４）冷暖房の適正な温度管理 

① 庁舎内における冷暖房温度の適正管理（冷房の場合は２８℃、暖房の場合

は１９℃）を、引き続き徹底していく。 

 

（５）太陽光発電等新エネルギーの有効利用 

① 太陽光発電装置は、本省庁舎において１１年度に 2.6kW、１４年度に 40kW

の設備を導入済みであり、年間発電電力量は約 42,700kWh となっている。 

② 今後とも、建築物の規模、構造物等の制約の範囲内で、太陽光発電、燃料

電池等を可能な限り幅広く導入する。 

 

（６）水の有効利用 

① 本省庁舎においては、現在、中央合同庁舎５号館のエネルギーセンターか

ら中水を導入しトイレに利用しているが、継続して利用する。 

② 本省庁舎以外についても、雨水利用・排水再利用設備等の活用により、水

の有効利用を極力図る。 

③ 感知式の洗浄弁、自動水栓については既に設置ずみであり、今後改修等を

行う際にも引き続きこれを維持する。 

 

（７）周辺や屋上の緑化 

① 本省庁舎については平成１７年度に、別館屋上の緑化と、中庭駐車場の遮

熱舗装への改装を予定。 

② 上記以外についても、敷地内等における緑化を可能な限り検討・実施して

いく。 

 

（８）その他 
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ア 温室効果ガスの排出の少ない施工の実施 

① 建築物の建築等に当たっては支障のない限りエネルギー消費量の少ない

建設機械を使用するよう発注者として促す。 

② 合板型枠については、一層の効率的・合理的利用や使用削減など施工を合

理化する工法の選択を発注者として促す。 

③ 出入車輌から排出される温室効果ガスの抑制を発注者として促す。 

④ 建設業に係る指定副産物の再生利用を促進する。 

⑤ 建設業に係る指定副産物の新規用途の開発に努める。 

⑥ 建設業者による建設廃棄物等の適正処理を発注者として確認する。 

イ 建築物の建築等に当たってのその他の環境配慮の実施 

① グリーン庁舎の整備を引き続き推進する。 

② 断熱性能の向上のため、ひさし、窓ガラス等の開口部の構造を検討し、費

用対効果や他の制約条件を踏まえつつ可能な限り整備を進める。 

③ 定格出力が大きく負荷の変動がある動力装置について、インバータ装置の

導入を図る。 

④ エレベーターの運転の高度制御、省エネルギー型の照明機器の設置、空調

の自動制御設備について、規模・用途に応じて検討し、整備を進める。 

⑤ 白熱灯の蛍光灯への切替えを極力図る。 

⑥ 屋外照明器具の設置に当たっては、上方光束が小さく省エネルギー性の高

い適切な照明機器を選定する。 

 

３．その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮 

 

（１）エネルギー使用量の抑制 

 

ア 庁舎におけるエネルギー使用量の抑制等 

① 省ＣＯ２に資する適正な施設の運用管理を徹底する。具体的には以下の項

目について取り組む。 

② 照明については、本省庁舎の別館については高効率照明への交換および人

感センサーの導入済みである。本館についても、トイレなど順次導入して

おり、平成１８年度までに高効率照明及びセンサーの導入を実施する。本

省庁舎以外の庁舎についても、省エネルギー型機器への交換を図るととも

に、スイッチの適正管理等エネルギー使用量を抑制するよう適切に使用す

る。 

③ ＯＡ機器、家電製品については、適正規模のものの導入・更新、適正時期

における省エネルギー型機器への交換を徹底するとともに、スイッチの適

正管理等エネルギー使用量を抑制するよう適切に使用する。 

④ 庁舎内における冷暖房温度の適正管理（冷房の場合は２８℃、暖房の場合
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は１９℃）を、引き続き徹底していく。（再掲） 

⑤ 夏季における執務室での服装については、暑さをしのぎやすい軽装の励行

を引き続き行う。 

⑥ 冷暖房中においては、外部との出入り口の開放禁止の徹底、窓の施錠およ

びブラインドの使用を徹底する。 

⑦ 発熱の大きいＯＡ機器類の配置を工夫する。 

⑧ 深夜残業のための点灯時間の縮減及び帰宅時のタクシー利用の削減のため、

並びに職員の福利厚生の向上に係る要請への対応ともあいまって、水曜日

の定時退庁の一層の徹底を図る。このため、水曜日の午後五時以降は、主

催会議の中止を進める。 

⑨ 職員の福利厚生の向上に係る要請への対応ともあいまって、有給休暇の計

画的消化の一層の徹底、事務の見直しにより、夜間残業の削減を図る。 

⑩ 昼休みは、業務上特に照明が必要な箇所を除き消灯を図る。また、夜間に

おける照明も、業務上必要最小限の範囲で点灯することとし、それ以外は

消灯を徹底する。 

⑪ 職員に対する直近階への移動の際の階段利用の奨励を徹底し、利用実態に

応じたエレベーターの間引き運転を進めるとともに、上り２階、下り３階

までの移動については階段の使用を励行する。 

⑫ 給湯器へのエコノマイザーの導入等ガスコンロ、ガス湯沸器等の給湯機器

の効率的使用を極力図る。 

⑬ 費用対効果及びその他の技術的制約条件等を踏まえつつ、施設規模に応じ

たＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器、ガスエンジン給湯

器等の高効率給湯器の導入の可能性を検討する。 

⑭ 冷蔵庫の効率的使用を図る。 

 

イ 庁舎における節水等の推進 

① 家庭と同様の簡便な手法を利用したトイレ洗浄用水の節水を進める。 

② 必要に応じ、トイレに流水音発生器を設置する。 

③ 必要に応じ、水栓での水道水圧を低めに設定する。 

④ 水漏れ点検の徹底を図る。 

⑤ 公用車の洗車方法について、回数の削減、バケツの利用等の改善を引き続

き行っていく。 

 

（２）ごみの分別 

① 事務室段階での廃プラスチック類等の分別回収を徹底する。 

② 分別回収ボックスを十分な数で執務室内に適切に配置する。 

③ 不要になった用紙は、クリップ、バインダー等の器具を外して分別回収す

るよう努める。 
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（３）廃棄物の減量 

① その事務として、容器又は包装を利用する場合には、簡略な包装とし、当

該容器又は包装の再使用や再生利用を図る。 

② 使い捨て製品の使用や購入の抑制を図る。 

③ 紙の使用量の抑制を図る。（再掲） 

④ リサイクルルートの確保等を内容とする各庁舎ごとのリサイクル計画を

策定するとともに、実施のための責任者を指名する。 

⑤ 事務室段階での廃プラスチック類等の分別回収を徹底する。（再掲） 

⑥ 分別回収ボックスを十分な数で執務室内に適切に配置する。（再掲） 

⑦ 不要になった用紙は、クリップ、バインダー等の器具を外して分別回収す

るよう努める。（再掲） 

⑧ シュレッダーの使用は秘密文書及び個人情報が記載された文書の廃棄の

場合のみに制限する。 

⑨ コピー機、プリンターなどのトナーカートリッジの回収と再使用を進める。 

⑩ 厨房を使用する職員等へ呼びかけ、庁舎にある厨房施設から排水中に混入

する生ごみの量を抑制する。 

⑪ 食べ残し、食品残滓などの有機物質について、再生利用を行う。 

⑫ 庁舎から排出される生ごみ等については、極力直接埋立の方法により処理

しないよう、分別や適正処理を実施するとともに、廃棄物処理業者に対し

発注者として促す。（再掲） 

⑬ 廃棄するＯＡ機器及び家電製品並びに使用を廃止する車が廃棄物として

処理される場合には、適正に処理されるよう引き続き努める。 

⑭ 物品の在庫管理を徹底し、期限切れ廃棄等の防止に引き続き努める。 

 

（４）電力の調達方式の検討 

庁舎の使用電力購入に際して、省ＣＯ２化の要素を考慮した購入方式を早急に

検討して成案を得、１８年以降に行われる入札については、すべて省ＣＯ２化

の要素を考慮した購入方式にて行う。 

 

４．職員に対する研修等 

（１）職員に対する地球温暖化対策に関する研修の機会の提供、情報提供 

① 地球温暖化対策に関する研修については、平成１６年度においては環境政

策研修、省エネルギー担当官研修などを実施しているところであり、今後

とも引き続き実施していく。 

② 庁内誌、パンフレット、庁内ＬＡＮ等により、再生紙等の名刺への活用、

計画されている地球温暖化対策に関する活動や研修など、職員が参加でき

る地球温暖化対策に関する活動に対し、必要な情報提供を行う。 
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③ 地球温暖化対策に関するシンポジウム、研修会への職員の積極的な参加が

図られるよう便宜を図る。 

④ 途上国からの地球温暖化対策に関する研修生等に対し積極的に対応する。 

 

（２）地球温暖化対策に関する活動への職員の積極的参加の奨励 

① 国が主唱する環境関係の諸行事において、地球温暖化対策に関する活動へ

の職員の積極的な参加に便宜を図る。 

② 希望する職員が地球温暖化対策に関する活動への積極的参加が進められる

よう、休暇をとりやすい環境づくりを一層進める等必要な便宜を図る。 

 

（３）その他 

① 平成１７年度秋を目標に、職員から「エコ・アイディア」を募集した上で

「環境配慮の方針本部幹事会」において省ＣＯ２行動ルール」を策定し、

全職員に周知徹底を図る。 

 

 

二． 実施計画の推進体制の整備と実施状況の点検 

 

① 本計画の策定・評価・点検は、「環境配慮の方針推進本部幹事会」において

実施するものとする。管理統括は産業技術環境局長が行う。庶務は産業技

術環境局環境政策課において行う。 

② 当省の実施計画の実施状況については、自主的に点検を行い、その結果を

踏まえ、地球温暖化対策推進本部幹事会において、毎年、成果をとりまと

めた上、環境白書等適切な方法を通じ公表する。点検に当たっては、ＰＤ

ＣＡ評価のための指標を設定して評価することとし、透明性の確保の観点

から、点検結果の公表に当たっては、温室効果ガスの総排出量のみならず、

取組項目ごとの進捗状況、組織単位の進捗状況について目標値や過去の実

績値等との比較を行う等の評価を行い、これを併せて公表する。また、組

織の大幅改変等の要因分析もあわせて公表することとする。 

③ 総務省の行政評価・監視において、政府の実行計画の実施状況について調

査が行われる場合には、これに積極的に対応する。 

 

 

 

 


